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東京２０２０オリンピック競技大会メダリスト手形モニュメント制作等業務委託仕様書 

 

１ 委託名 

東京２０２０オリンピック競技大会メダリスト手形モニュメント制作等業務委託 

 

２ 委託目的 

本業務は、東京２０２０オリンピック競技大会の幕張メッセ開催競技において、金メダルを獲得し

た日本代表選手の、手形モニュメントを制作し後世に記憶と記録を残すことを目的とする。 

 

３ 仕様 

  本事業を委託するにあたっての仕様を以下に記す。なお、実際に委託する内容については、受注者

の提案を元に、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。 

 

４ 委託期間 

契約締結日～令和４年３月１８日（金） 

 

５ 委託料 

７，０００，０００円（消費税込み）を上限とする。（なお業務完了後、一括払い） 

 

６ 設置場所 

  幕張メッセ屋内（〒 261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1）  

 

７ 業務内容 

（１）手形モニュメントの作成 

①手形モニュメントは、幕張メッセの屋内に原則常置するため、そこに適した耐久性のある材質 

を使用し、必要な表面処理をすること。 

②手形モニュメントは車輪による移動可能な構造とすること。総重量は３００㎏以内にすること。 

③常置され多くの人が触れることを考慮し、耐久性があり転倒防止などの安全性を確保すること。 

④人目につきやすいデザインとし、詳細な図面を作成すること。 

⑤手形モニュメントは、大会組織委員会のガイドライン等に則し、作成したデザインについて、 

予め発注者の承認を得た上で作成すること。 

 

以下、各部分の詳細について次のように定め、提案すること。 

ア モニュメント本体：1基 

① 横幅は３．５ｍ、高さは１．５ｍ以内にすること。 

② 設置場所の移動も鑑み、車輪による可動式とすること。 

なお車輪は人目につく部分は目隠しを施したデザインとすること。 

③ イで作成する手形版が、子どもや障害のある人でも触れやすい配置とすること。 

④ 以下のスタンプを必ず使用すること。 

なお、以下のスタンプ以外の東京 2020大会に関連するエンブレム・マスコット等の使用は

できない。 

また本業務委託以外でのスタンプの使用については禁止する。 
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使用可能なスタンプ（2 種類） 

         

            

 

 

 

   イ 手形版：9枚 

① 幕張メッセ会場で開催された、フェンシング・レスリングの日本代表金メダリスト 9 名分

の手形を作成すること。 

② 縦横 30㎝四方を基本とする。 

③ 多くの人が触れることを想定し、耐久性のある材質を使用し、表面処理をすること。 

   ウ 説明版 

① 本体・手形版のサイズを考慮し、説明版を作成し本体に設置すること。 

     

（２）手形の採取 

①対象となるメダリストの手形の作成に必要な型を採取すること。 

（レスリング５名、フェンシング４名 計９名） 

※なお手形採取に関する協会や選手の日程等の調整については本市にて行う。 

場所は、都内または近県を想定している。 

 

（３）運搬・設置 

①手形モニュメントは完成後、発注者の指定する場所・時間に運搬し設置すること。 

 

８ その他運営上の要件 

（１）実施体制 

受注者は、本業務の施行にあたって発注者の意図及び目的を十分に理解し、適正な人員を配

置し、最高技術を発揮するよう努めるとともに、正確丁寧に行わなければならない。 

（２）契約後の業務 

   プロポーザルは、受注者の特定を目的に実施するものであり、契約後の業務においては、発

注者と協議を重ねながら業務実施計画書を作成し、その計画に沿って実施すること。 
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（３）業務の再委託について 

① 受注者は、全ての業務を第三者に再委託しないこと。業務の一部を第三者に再委託しようと 

   するときは、事前に千葉市の承認を得なければならない。 

② 受注者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、再委託先に対し、本仕様書に定める受注

者の義務と同様の義務を負わせるとともに、千葉市に対して、再委託先の全ての行為及びそ

の結果に対して責任を負うものとする。 

（４）個人情報等の保護 

① 受注者は、本業務で知りえた個人情報や、千葉市の事務に関する機密事項を、みだりに第三

者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、個人情報の保護に関する法令等を

遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければなら

ない。本業務委託が終了した後も同様とする。 

② 業務遂行にあたり、必要となる資料等については、千葉市が妥当と判断する場合のみ受注者

に提供する。なお、提供を受けた資料等については、複製・複写を禁ずるとともに、本業務 

委託終了後に返却するなど、取扱いに十分注意することとする。 

 

９ 成果品、納期、業務の完了 

  （１）成果品（手形モニュメントを除く） 

      事業実績報告書 ２部 

Microsoft Word 若しくは Microsoft Excel、Power Point 等で作成し、CD-ROM でも１枚納

品すること。 

なお、納入時期については、その都度千葉市と協議を行うこと。 

（２）納入場所 

〒260-0026 千葉市中央区千葉港２番１号 

千葉中央コミュニティーセンタ－２階 オリンピック・パラリンピック調整課 

（３）業務の完了 

本業務の完了は、所定の業務を行い、その成果品を提出して検査を受け、合格したときとす

る。 

 

１０ 権利関係 

  （１）本業務に基づき作成される成果品等の取扱い 

① 本業務に基づき作成される成果品等の所有権は、全て発注者に帰属する。 

② 受注者は、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条から第 28 条までに規定する権利

（著作権）を、千葉市に無償で譲渡するものとする。なお、千葉市の書面による事前の同意  

を得なければ、同法第 18 第から第 20 条までに規定する権利（著作者人格権）を行使する

ことができないものとする。 

③ 受注者は本業務完了後といえども成果品等に瑕疵が発見された場合には、千葉市の指示に

基づいて速やかにその訂正をしなければならない。これに要する経費はすべて受注者の負

担とする。 

（２）著作権・知的財産権の使用 

① 本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権、その他権利を使用する場合は、受注者

がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。 

② ①にかかわらず、発注者がその方法を指定した場合は、その限りではない 



4 

 

 

１１ その他 

（１）受注者は、委託契約書及び本仕様書に基づき、常に発注者と密に連絡をとりながら、その指示

に従うこと。 

（２）業務の遂行に起因し、第三者に損害を与え、第三者から苦情があった場合には、受注者におい

て損害賠償、または苦情処理の措置を講ずること。 

（３）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が公表している大会ブランド基準 

（http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/common/200012011.pdf）を遵守し、アンブッ     

シュマーケティングに抵触しないよう注意すること。 

（４）業務における協議・打合せは、業務着手時、成果品納入時に行うほか、発注者が必要とした場

合は、随時、検討内容や進行状況について、協議・打合せを行うとともに、資料や情報の提供

を行うものとする。また、打合せ等の内容については、その都度受注者が書面に記録し、相互

に確認しなければならない。 

（５）本仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者が誠意をもって協議し、法令を厳守し

て実施すること。 

 

 

 


